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上場維持基準への適合に向けた計画及び 

スタンダード市場への市場区分変更申請に向けた準備開始に関するお知らせ 

 

 

当社は、2025年３月末時点において、東京証券取引所プライム市場（以下、「プライム市

場」という。）における上場維持基準に適合しない状態となりました。上場維持基準への適

合に向けた計画について検討した結果、本日開催の取締役会において、東京証券取引所スタ

ンダード市場（以下、「スタンダード市場」という。）への市場区分変更申請に向けた準備

を開始する旨の決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．当社の上場維持基準への適合状況及び計画期間 

当社の2025年３月31日時点におけるプライム市場の上場維持基準への適合状況は、下

表のとおりとなっており、流通株式時価総額については基準に適合しておりません。 

 株主数 流通株式数 
流通株式 

時価総額 
流通株式比率 

当社の状況 

(基準日時点) 
9,264人 144,647単位 90.3億円 41.0％ 

上場維持基準 800人 20,000単位 100億円 35％ 

計画期間   2026年３月末  

※ 当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布

状況等をもとに算出を行ったものです。 

 

２．上場維持基準への適合に向けた取組みの基本方針 

当社がプライム市場における上場維持基準を充足していない「流通株式時価総額」は、

「時価総額」及び「流通株式比率」で構成されており、それぞれの要素について適合又は

向上するように努める必要があります。 

一方で、2025 年５月１日付「宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入り及び上場契

約違約金の徴求に関するお知らせ」のとおり、当社は、市場区分の変更時の宣誓書違反及



 

 

び市場区分の変更審査基準への不適合が認められたため、プライム市場への新規上場基

準に準じた基準に適合しているかどうかの審査（以下、「再審査」という。）の対象とな

り、当社株式は再審査に係る猶予期間に入っております。そのため、仮に 2026年３月 31

日までの改善期間中に上場維持基準（流通株式時価総額）への適合が確認できた場合でも、

再審査に係る猶予期間内の 2026 年４月 30 日までに再審査のための申請を行い、その後

プライム市場への新規上場基準に準じた基準に適合しているとして承認を得られなけれ

ば上場廃止となります。 

しかしながら、当社はプライム市場における新規上場基準において、収益基盤の項目で

ある「ａ．最近２年間の利益の額の総額が 25億円以上であること」を充足しておらず、

また、「ｂ．最近１年間における売上高が 100億円以上である場合で、かつ、時価総額が

1,000億円以上となる見込みのあること」への適合に関しても、現時点における当社の株

価は、当該基準に達するための株価と大きな隔たりがある状況となっております。 

このような状況下で、当社は宣誓書違反による再審査に係る猶予期間内にプライム市

場における新規上場基準に適合することは困難であると判断し、スタンダード市場への

市場区分変更申請を行う判断をするに至りましたので、プライム市場の「上場維持基準の

適合に向けた計画書」としては、具体的な適合に向けた取組みやその基本方針の策定は行

っておりません。 

 

３．スタンダード市場への市場区分変更申請に向けた準備開始の理由 

現状、当社はプライム市場の上場維持基準への適合に加えて、プライム市場の新規上場

基準に準じた基準への適合が求められていることから、当該基準を達成できないリスク

が高いと認識し、当社の株主の皆様が不安を持つことなく安心して当社株式を保有・売買

できる環境を整えることが重要だと判断いたしました。 

このような背景のもと、当社は、2026年３月末までにスタンダード市場への市場区分変

更申請をすべく準備を開始することを決定いたしました。十分な流動性とガバナンス水

準を備えた企業向けとされるスタンダード市場において、改めて経営課題の解決に向き

合い地力を蓄え、中長期的な企業価値向上を目指していく所存です。 

 

４．スタンダード市場の上場維持基準への適合状況 

当社の2025年３月31日時点におけるスタンダード市場の上場維持基準への適合状況は、

東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもとにした当

社の試算ベースでは、下表のとおりすべての基準を充たしております。また、2025年３月

期の経常利益の額も3.8億円と上場申請に必要な利益の額の基準は充足しております。 

 

 株主数 流通株式数 
流通株式 

時価総額 

流通株式 

比率 

月平均 

売買高※ 
純資産の額 

当社の状況 

(2025年３月末時点) 
9,264人 144,647単位 90.3億円 41.0％ 205,809単位 86.1億円 

上場維持基準 400人 2,000単位 10億円 25％ 10単位 正 

適合状況 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※ 月平均売買高については、2024年12月から2025年５月までの６か月間における東京証

券取引所の売買立会での売買高を月平均として当社が算出しております。 

 

 

以 上 


